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【いじめと犯罪との関係】

いじめ＞犯罪

つまり、全てのいじめが犯罪・触法行為になるわけではない。

しかし、暴行、傷害、脅迫などの犯罪・触法行為が生徒間でなされた場合

「いじめ」に該当し、かつ、犯罪・触法行為に該当することになる。

学校におけるいじめと認定されることにより、犯罪・触法行為として処分

対象から外れるわけではない。

※いじめ防止対策推進法２３条６項

学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認める

ときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍す

る児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるとき

は直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。



【警察に相談又は通報すべきいじめの事例】

別紙参照

※ 多くのいじめ案件が刑罰法規に抵触することになる。

【いじめが少年事件等でどのように取り扱われるか】

他の非行と同様に取り扱われる。

「いじめ」だからといって、学校内の問題として、司法が介入

しないわけではない。

むしろ「いじめ」という背景があることで、いじめ加害者の要保

護性が高くなり、処分を重くする方向に作用すると思われる。



【どのような場合に警察との連携を図るべきか】

・被害者が犯罪・触法行為として司法による処分を求めている

か。

・ただし、警察が具体的な対応をするためには、加害者、日時、

場所、行為態様などが特定されていることが必要である。

※いじめ問題は警察と連携すれば解決が図れるわけではない。

いじめ被害者、いじめ加害者に対する支援的な関わりが不

可欠であることに留意する。

また、刑事司法が動き出すと、こちらの思惑とおりの結果に

なるとは限らない。


